
 

 

 

 

 

当社が提供する訪問介護サービスの利用料および、お客様にご負担頂く金額は次の通りです。 

尚、この金額は公的介護保険の法定利用料に基づくものであり、別途、介護職員処遇改善加算分が必要となります。 

【料金表】【料金表】【料金表】【料金表】  （上段：負担割合 1 割のお客様の料金、 下段（ ）内： 介護給付費単位数） 

サービスの種類 時間帯 ３０分未満 

３０分以上 

1 時間未満 

１時間以上 

1 時間半未満 

1 時間半以上 

30 分毎加算 

 

通常時間帯 

午前８時～午後６時 

２５０円 

（２４４単位） 

３９６円 

（３８７単位） 

５７９円 

（５６７単位） 

８４円 

（８２単位） 

身体介護 

中心型 

早朝・夜間帯 

午前６時～午前８時 

午後６時～午後１０時 

３１２円 

（３０５単位） 

４９５円 

（４８４単位） 

７２４円 

（７０９単位） 

１０５円 

（１０２単位） 

 

深夜帯 

午後 10 時～午前６時 

３７４円 

（３６６単位） 

５９４円 

（５８１単位） 

８６９円 

（８５１単位） 

１２６円 

（１２３単位） 

サービスの種類 時間帯 --- 

２０分以上 

４５分未満 

４５分以上 --- 

 

通常時間帯 

午前８時～午後６時 

--- 

１８３円 

（１７９単位） 

２２５円 

（２２０単位） 

--- 

生活援助 

中心型 

早朝・夜間帯 

午前６時～午前８時 

午後６時～午後１０時 

--- 

２２９円 

（２２４単位） 

２８１円 

（２７５単位） 

--- 

 

深夜帯 

午後 10 時～午前６時 

--- 

２７５円 

（２６９単位） 

３３７円 

（３３０単位） 

--- 

備考： 以下以下以下以下    介護保険法介護保険法介護保険法介護保険法    指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づいて記載しております。指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づいて記載しております。指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づいて記載しております。指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づいて記載しております。 

・    生活援助を算定する場合生活援助を算定する場合生活援助を算定する場合生活援助を算定する場合 

生活援助を算定する場合については、単身の世帯に属する利用者若しくは親族と同居している利用者であって当 

該親族等の障害、疾病等の理由により、利用者又は親族等が家事を行なうことが困難であるものに対して、サー 

ビスを行なうこととする。（調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに 

   支障が生じる要介護者等に対して行なうもの） 

・ １回の訪問で「身体介護」と「生活援助」が混在する場合１回の訪問で「身体介護」と「生活援助」が混在する場合１回の訪問で「身体介護」と「生活援助」が混在する場合１回の訪問で「身体介護」と「生活援助」が混在する場合    

身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所要時間２０分以上の生活援助が中心である指定訪 

問介護を行なったとき、所要時間が２０分以上４５分未満であった場合には６５単位を、４５分以上１時間１０分未満 

であった場合には１３０単位を、１時間１０分以上であった場合には１９５単位を所定単位数に加算する。 

例）身体介護３０分未満（２４４単位）＋生活援助４５分未満（６５単位）＝身体１生活１（３０９単位） 

・ 2222 人のホームヘルパーが共同でサービスを行う必要がある場合人のホームヘルパーが共同でサービスを行う必要がある場合人のホームヘルパーが共同でサービスを行う必要がある場合人のホームヘルパーが共同でサービスを行う必要がある場合    

お客様の同意の上で所定単位の１００分の２００に相当する単位数を算定します。 

・ 初回加算初回加算初回加算初回加算      ２００単位/月    

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、 

自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員が訪問介護を行う際に同行訪問した場合 

・ 緊急時訪問介護加算緊急時訪問介護加算緊急時訪問介護加算緊急時訪問介護加算  １００単位/回    

利用者や家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必 

要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない身体介護を行っ 

た場合 

 

 

                                          

          

      令和 6 年 6 月 1 日適用    

 

 

※本表は代表的なサービスの単位数を記したものです。本表及び以下備考に記載の無いサービスの単位につい 

ては、当社の事業所のサービス提供責任者にお問合わせ下さい。 

注）実際の料金は、１ヶ月間にご利用されたサービスの介護給付費単位数の合計に、介護職員処遇改善加算単位数 

（介護給付費単位数合計の２２．４％）を加算した総単位数に対し、介護給付費１単位に対する単価１０．２１円を 

乗じ、1 円未満を切り捨てた金額となります。詳しくは下記の計算方法をご参照願います。 

 

料金の計算方法料金の計算方法料金の計算方法料金の計算方法    

１ヶ月間に【身体介護通常時間帯３０分未満 ２４４単位】を３０回、【身体介護早朝・夜間帯３０分未満 ３０５単位】 

を４回ご利用された場合の料金は以下のとおりです。    

①１ヶ月間にご利用されたサービスの介護給付費単位数を集計します。 

      ２４４単位 Ｘ ３０回 ＋ ３０５単位 Ｘ ４回 ＝ ８，５４０単位 

②介護職員処遇改善加算の単位数を計算します。（小数以下四捨五入） 

    介護職員処遇改善加算 ８，５４０単位  Ｘ  ２２．４％ ＝ １，９１３単位  

③前２項の合計単位数に、厚生労働大臣が定める単価（介護給付費１単位に対する単価１０．２１円）を乗じた 

金額を計算します。これは介護保険による給付金額を含めたサービス利用料全額です。（1 円未満切り捨て） 

      （８，５４０単位 ＋ １，９１３単位）  Ｘ  １０．２１円 ＝ １０６，７２５円 

④公的介護保険の適用を受ける場合のお客様のご負担額を計算します。負担割合が 1 割の場合、残りの９割 

 が介護保険よる給付（１円未満切り捨て）となり、これを差し引いた額をご負担頂きます。 

   １０６，７２５円 － （１０６，７２５円 Ｘ ９割） ＝ １０，６７３円 【ご負担額】 

 

※ 公的介護保険の適用がある場合には、消費税は非課税です。 

※ お客様の負担割合は、諸条件により１割以外（２割又は３割）となる場合があります。 

※ お客様が要介護認定を受けていない場合または居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス 

利用料全額をお支払い頂きます。（要介護認定後または居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が 

公的介護保険からお客様へ直接払戻されます。（償還払い）） 

 

サービスの種類の区分についてサービスの種類の区分についてサービスの種類の区分についてサービスの種類の区分について    

訪問介護サービスの料金は、身体介護が中心である「身体介護中心型」と、家事援助が中心となる「生活援助 

中心型」の２種類に区分されます。１回の訪問で「身体介護」と「生活援助」が混在する場合は、「身体介護中心 

型○○分・生活援助中心型○○分」のように同時に表記される場合があります。 

  「身体介護中心型」 専ら身体介護を行う場合、又は主として、「生活介護」や「身の回り介護」を 

                        行うとともに、これに関連して若干の家事援助を行う場合 

  「生活援助中心型」 専ら家事援助を行う場合 

   家事援助に伴い、若干の「動作介護」を行う場合 
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